
厚生労働省

労働基準局長

鈴木英二郎殿

2019年4月から始まった働き方改革においては、働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を

守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるよう、労働時間法制の見直しが行われまし

た。労働者の心身の健康を良好に保つことが、生産性の向上に大きく寄与するとの認識は社

会に広がっています。

看護職員の健康に最も影響を与えるのが夜勤・交代制勤務です。生体りズムの乱れが不眠

や疲労のりスクを大きくし、身体的、精神的な不調を引き起こすことが指摘されています。令和

3年には、こうした交代制勤務の不規則性に着目し、労災認定基準が改定されたところです。

今日わが国においては看護職員のみならず、深夜業を含む交代制勤務に就く者が相当数に

上ることが見込まれます。今こそ、労働者の健康確保措置を講ずべき時と考えます。

また、メンタルヘルス対策、仕事と治療の両立、女性の健康問題等、職場における健康問

題が多様化・深刻化しています。すべての労働者に産業保健サービスが届くよう体制を整備

することや、職場における労働者の健康課題を組織的に予防・改善していくことの重要性が増

しています。

以上より、令和 7年度予算案等の編成にあたっては、以下の事項につきまして政策の推進

並びに予算等の確保について、格別のご高配を賜りますよう要望します。

令和7年度予算・政策に関する要望書

令和 6年3月25日

公益社団法人

会長

日本看護協会

高橋弘

暴謹日
棚謝

美恵嵩

0 看護現場の長時間労働是正及び労働者の健康確保

0 産業保健分野の保健師等の就業状況・活動実態の把握及び検討の場の設置

要望事項
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